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川崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

 改正案 現 行 

（介護補償） （介護補償） 

第９条の２ 略 第９条の２ 略 

２ 介護補償は、月を単位として支給するものとし、その額は、１月につ

き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

２ 介護補償は、月を単位として支給するものとし、その額は、１月につ

き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１) 介護補償に係る障害（障害の状態に変更があった場合には、その月

における最初の変更の前の障害。第３号において同じ。）が別表第４常

時介護を要する状態の項障害の欄に定める障害のいずれかに該当する

場合（次号において「常時介護を要する場合」という。）において、そ

の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき（次号に

掲げるときを除く。） その月における介護に要する費用として支出さ

れた額（その額が１０４，２９０円を超えるときは、１０４，２９０円）

(１) 介護補償に係る障害（障害の状態に変更があった場合には、その月

における最初の変更の前の障害。第３号において同じ。）が別表第４常

時介護を要する状態の項障害の欄に定める障害のいずれかに該当する

場合（次号において「常時介護を要する場合」という。）において、そ

の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき（次号に

掲げるときを除く。） その月における介護に要する費用として支出さ

れた額（その額が１０４，５３０円を超えるときは、１０４，５３０円） 

(２) 常時介護を要する場合において、その月（新たに介護補償を支給す

べき事由が生じた月を除く。以下この号及び第４号において同じ。）に

親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき（その月に介

護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該

介護に要する費用として支出された額が５６，６００円以下である場合

に限る。） ５６，６００円 

(２) 常時介護を要する場合において、その月（新たに介護補償を支給す

べき事由が生じた月を除く。以下この号及び第４号において同じ。）に

親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき（その月に介

護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該

介護に要する費用として支出された額が５６，７２０円以下である場合

に限る。） ５６，７２０円 

(３) 介護補償に係る障害が別表第４随時介護を要する状態の項障害の

欄に定める障害のいずれかに該当する場合（次号において「随時介護を

要する場合」という。）において、その月に介護に要する費用を支出し

て介護を受けた日があるとき（次号に掲げるときを除く。） その月に

おける介護に要する費用として支出された額（その額が５２，１５０円

を超えるときは、５２，１５０円） 

(３) 介護補償に係る障害が別表第４随時介護を要する状態の項障害の

欄に定める障害のいずれかに該当する場合（次号において「随時介護を

要する場合」という。）において、その月に介護に要する費用を支出し

て介護を受けた日があるとき（次号に掲げるときを除く。） その月に

おける介護に要する費用として支出された額（その額が５２，２７０円

を超えるときは、５２，２７０円） 

(４) 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者

による介護を受けた日があるとき（その月に介護に要する費用を支出し

て介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として

(４) 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者

による介護を受けた日があるとき（その月に介護に要する費用を支出し

て介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として
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支出された額が２８，３００円以下である場合に限る。） ２８，３０

０円 

支出された額が２８，３６０円以下である場合に限る。） ２８，３６

０円 

 


